
議案第６１号 

 

   所沢市建築・開発関係手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 所沢市建築・開発関係手数料条例の一部を改正する条例を別記のとおり制定す

る。 

 

  令和４年 ９月 ５日提出 
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提案理由 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行

うため、本案を提案するものである。 
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   所沢市建築・開発関係手数料条例の一部を改正する条例 

 所沢市建築・開発関係手数料条例（平成２８年条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第２の２８の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同表

の２９の項中「第８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同表の４２の項

中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同表の４３の項中

「第８７条の３第６項」を「第８７条の３第７項」に改める。 

 別表第４の１の項中「、第６３条第３項第５号イ若しくは第６８条の６９第３

項第５号イ」を「若しくは第６３条第３項第５号イ」に、「、第６３条第３項第

７号イ若しくは第６８条の６９第３項第７号イ」を「若しくは第６３条第３項第

７号イ」に改め、同表の２の項中「、第６３条第３項第６号若しくは第６８条の

６９第３項第６号」を「若しくは第６３条第３項第６号」に、「、第６３条第３

項第７号ロ若しくは第６８条の６９第３項第７号ロ」を「若しくは第６３条第３

項第７号ロ」に改める。 

 別表第６の１の項中「第５項まで」を「第７項まで」に改め、「長期優良住宅

建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画」を加え、同項⑴アに次の

ように加える。 

  建築を伴わない場合 １３，０００円 

 別表第６の１の項⑴イ(ア)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ２５，０００円 

 別表第６の１の項⑴イ(イ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ４２，０００円 

 別表第６の１の項⑴イ(ウ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ７８，０００円 

 別表第６の１の項⑴イ(エ)に次のように加える。 
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   建築を伴わない場合 １１８，０００円 

 別表第６の１の項⑴イ(オ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 １７３，０００円 

 別表第６の１の項⑴イ(カ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ３００，０００円 

 別表第６の１の項⑴イ(キ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ３８６，０００円 

 別表第６の１の項⑴イ(ク)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ４５１，０００円 

 別表第６の１の項⑵アに次のように加える。 

  建築を伴わない場合 ８５，０００円 

 別表第６の１の項⑵イ(ア)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 １９４，０００円 

 別表第６の１の項⑵イ(イ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ３０６，０００円 

 別表第６の１の項⑵イ(ウ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ５９９，０００円 

 別表第６の１の項⑵イ(エ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 １，０６８，０００円 

 別表第６の１の項⑵イ(オ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 １，８３２，０００円 

 別表第６の１の項⑵イ(カ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ３，３８４，０００円 

 別表第６の１の項⑵イ(キ)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ４，８３２，０００円 
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 別表第６の１の項⑵イ(ク)に次のように加える。 

   建築を伴わない場合 ５，９１９，０００円 

 別表第６の３の項中「長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維

持保全計画」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定

及び別表第４の改正規定は、公布の日から施行する。 
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